
修 士 学位 取 得者 の 試験 制 度

《税法に属する科目》 《会計学に属する科目》

① １科目試験合格

試験合格 試験合格

所得税法

法人税法

相続税法

消費税法 簿記論

酒税法 のうち１科目は のうち１科目は

国税徴収法 試験合格 財務諸表論 試験合格

住民税

事業税

固定資産税

＋ ＋
② 国税審議会の認定

＜法律学又は財政学＞ ＜商 学＞

【税法に属する科目等】 【会計学に属する科目等】

修士の学位 修士の学位

学問領域の限定 学問領域の限定

＋
【国税審議会による審査】

学位論文等・履修科目等から 不正の手段によって試験免除を

学問領域の審査 受け、又は受けようとした者に

対して免除の取消等

（注）１ それぞれの一部科目合格通知書の添付を要件として、認定申請を認める。

２ 博士の学位及び教授等は学問領域の限定＋学問領域の審査


